
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯金規定の一部改正 

 

 

 

 

 

貯金規定の一部を次のとおり改正する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

総合口座取引規定 

 

１. （総合口座取引） 

（１） 次の各取引は、総合口座として利用すること（以下、「この取引」といいます。）ができま

す。 

① 普通貯金および普通貯金（営農）（以下、これらを「普通貯金」といいます。） 

② 期日指定定期貯金、スーパー定期貯金、大口定期貯金、変動金利定期貯金、据置定期貯

金、積立式定期貯金（以下、これらを「定期貯金」といいます。）および定期積金 

③ 第２号の定期貯金、定期積金を担保とする当座貸越 

（２） 普通貯金については、単独で利用することができます。 

（３） 第１項第１号、第２号の各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取

引の規定により取扱います。ただし、定期貯金、定期積金には、証券類の受入れはできませ

ん。 

 

２．～８．（省略） 

 

９．（貸越金利息等） 

(1)① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年２月と８月の当組合所定の日に、１年を365日

として日割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率

は、次のとおりとします。 

Ａ 期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その期日指定定期貯金ごとにその「２年以上」の利率に年0.5％を加えた利率 

Ｂ スーパー定期貯金を貸越金の担保とする場合 

そのスーパー定期貯金ごとにその約定利率に年0.5％を加えた利率 

Ｃ 大口定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その大口定期貯金ごとにその約定利率に年0.5％を加えた利率 

Ｄ 変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年0.5％を加えた利率 

Ｅ 定期積金を貸越金の担保とする場合 

その定期積金ごとにその約定利回りに年0.5％を加えた利率 

② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額

をこえる金額を支払ってください。 

③ この取引の定期貯金、定期積金の全額の解約または担保解除により、定期貯金、定期積金の

掛込残高の合計額が零となった場合には、第１号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払って

ください。 

(2) 当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年15.00％（年365日の日割計算）

とします。 

 

１０．～２３．（省略） 

 

以 上 

（〇年〇月〇日現在）

【改正後】 



 

 

総合口座取引規定 

 

１．（総合口座取引） 

（１） 次の各取引は、総合口座として利用すること（以下、「この取引」といいます。）ができま

す。 

① 普通貯金および普通貯金（営農）（以下、これらを「普通貯金」といいます。） 

② 期日指定定期貯金、スーパー定期貯金、大口定期貯金、変動金利定期貯金、据置定期貯

金、積立式定期貯金（以下、これらを「定期貯金」といいます。）および定期積金 

③ 第２号の定期貯金、定期積金を担保とする当座貸越 

（２） 普通貯金については、単独で利用することができます。 

（３） 第１項第１号、第２号の各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取

引の規定により取扱います。ただし、定期貯金、定期積金には、証券類の受入れはできませ

ん。 

 

２．～８．（省略） 

 

９．（貸越金利息等） 

(1)① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年２月と８月の当組合所定の日に、１年を365日

として日割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率

は、次のとおりとします。 

Ａ 期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その期日指定定期貯金ごとにその「２年以上」の利率に年0.5％を加えた利率 

Ｂ スーパー定期貯金を貸越金の担保とする場合 

そのスーパー定期貯金ごとにその約定利率に年0.5％を加えた利率 

Ｃ 大口定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その大口定期貯金ごとにその約定利率に年0.5％を加えた利率 

Ｄ 変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年0.5％を加えた利率 

Ｅ 定期積金を貸越金の担保とする場合 

その定期積金ごとにその約定利回りに年0.5％を加えた利率 

② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額

をこえる金額を支払ってください。 

③ この取引の定期貯金、定期積金の全額の解約または担保解除により、定期貯金、定期積金の

掛込残高の合計額が零となった場合には、第１号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払って

ください。 

(2) 当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、当組合所定の利率（年365日の

日割計算）とします。 

 

１０．～２３．（省略） 

 

以 上 

（〇年〇月〇日現在）

【改正前】 



 

附則 

（実施日） 

 この規定は、令和 7年 4月 1日から実施する。 

 

 


